
（様式第２号） 

令和  7 年 8 月 27 日 

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書 

所在地： 新潟市中央区幸西1丁目 4番 21 号 

名 称： 丸運建設株式会社 

代表者： 取締役社長 野澤 勝 

 

 当社は、下記のとおりＳＤＧｓ達成に向けた取組を行い、積極的にＳＤＧｓを推進することを宣言します。 

記 

分野 

(三側面) 
具体的取組 

2030 年に向けた指標 

（現状値：2025年度） 

関連する

ゴール 

環境 

【現在行っている取組】 

排ガス対策型建設機械の使用や本社社有車のエコカーへの変更

を進めることによる自動車排出ガスの抑制の取り組み。 
自動車排出ガスの抑制 

7 
【今後新たに行う取組】 

本社社屋における ZEB（４段階のうちいずれか）の認定取得を

目指す取り組み。 

【現状値】ｴｺｶｰ比率 60％ 

【目標値】ｴｺｶｰ比率 80％ 

社会 

【現在行っている取組】 

性別に捉われない建設現場を形成するため、女性技術者が働き

やすく、能力を発揮できる環境整備及び増員に向けた取り組み。 
女性技術者の人数 

5 
【今後新たに行う取組】 

建設ディレクター職を増員し、技術者が現場管理に専念し、能力

を発揮できるよう労働環境を整備する取り組み。 

【現状値】 １名 

【目標値】 ２名 

経済 

【現在行っている取組】 

仕事と私生活にメリハリのある充実した生活を送れるようノー残業

デー実施の取り組み。 
ノー残業デーの実施回数 

10 
【今後新たに行う取組】 

 

 

【現状値】 月１回 

【目標値】 月２回 

その他 

【現在行っている取組】 

 

 
 

 
【今後新たに行う取組】 

 

 

【現状値】 

【目標値】 

※３側面（環境・社会・経済）のうち複数の分野にまたがる取組については、最も関係が深い分野の欄に記載してください。どこに

も該当しない取組は、「その他」に記載してください。（「その他」欄の記載は登録要件ではありません。） 

※３側面全てで必ず１つ以上の取組（「現在行っている取組」「今後新たに行う取組」のいずれか（又はいずれも））を記載し

てください。 

※３側面のうち１つ以上は「今後新たに行う取組」を記載してください。 


